
 

 

 

 

 

 

お腹の赤ちゃんを大切にする加賀市生命尊重の日条例（案） 

  

 (趣旨) 

第1条 この条例は、お腹の赤ちゃんを社会の大切な一員として温かく迎えられるよ

うに、お腹の赤ちゃんと妊産婦を大切にするまちづくりの実現に向け、お腹の赤ち

ゃんを大切にする加賀市生命尊重の日(以下「生命尊重の日」という。)を定めるも

のとする。 

 (生命尊重の日) 

第2条 生命尊重の日は、7月13日とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


